
自転車自転車自転車
交通反則制度交通反則制度

「　　　」の導入「　　　」の導入
交通反則制度

「　　　」の導入

対象対象対象

16歳以上16歳以上16歳以上

5,000円5,000円5,000円

通行区分違反通行区分違反
（右側通行）（右側通行）
通行区分違反
（右側通行）

制動装置不良制動装置不良
（ブレーキ不備等）（ブレーキ不備等）
制動装置不良

（ブレーキ不備等）

一時不停止一時不停止一時不停止
5,000円5,000円5,000円

信号無視信号無視信号無視 遮断踏切立入遮断踏切立入遮断踏切立入

ながら運転ながら運転
（携帯電話使用）（携帯電話使用）

ながら運転
（携帯電話使用）

6,000円6,000円6,000円

7,000円7,000円7,000円

12,000円12,000円12,000円

松本市・松本警察署松本市・松本警察署松本市・松本警察署

自転車の交通違反に対し、自動車などと同様に反則金を納めるよう自転車の交通違反に対し、自動車などと同様に反則金を納めるよう
通告する「交通反則通告制度」いわゆる「青切符」が適用されます。通告する「交通反則通告制度」いわゆる「青切符」が適用されます。
自転車の交通違反に対し、自動車などと同様に反則金を納めるよう

通告する「交通反則通告制度」いわゆる「青切符」が適用されます。

　　青切符青切符　青切符

基本的には現場で

指導警告を実施し

ます。 




危険・迷惑性が高い

悪質・危険な違反は

検挙の対象になりま

す。

詳しくは詳しくは
こちらこちら
詳しくは

こちら

自転車の交通ルール（県警HP）自転車の交通ルール（県警HP）自転車の交通ルール（県警HP）

6,000円6,000円6,000円
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